
 

 

 

 

 

 

 

 

あきる野市と公益社団法人あきる野市シルバー人材センターは令和４年１０月３１日に

「空き家等の適正管理に関する協定」を締結いたしました。この協定に伴いシルバー人材

センターが、空き家等の自己管理が困難な所有者等に代わって有償にて空き家の状態を確

認し所有者に現状を報告いたします。 

 

基本内容 

〇空き家等の見回り（所有者の希望で年数回） 

建物敷地内 外回り等の確認、写真撮影を行い、報告書を作成して所有者へ報告いたします。 

料金 １回 ２，８４２円 

 

〇オプションメニュー 

・植木手入れ（高さ４メートル以内の樹木で安全に作業が行えるもの） 

・草むしり作業（道路や傾斜地など危険な場所以外の作業） 

・草刈作業（傾斜地以外の作業） 

・簡易な大工作業 

・簡易な電気工事 

・屋内外軽易な作業（屋内外清掃、粗大ごみの屋外への搬出、片付け） 

・襖、障子、網戸の張替え 

※職種によって料金が異なりますのでお問い合わせください 

※オプションメニューについてはセンターで受けられない場合もありますのでご相談ください。 

 

 


